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新型コロナウィルス感染症に対する保健学研究科・医学部保健学科の取扱いについて 

 

５月２１日に兵庫県に対する政府の緊急事態宣言が解除されるとともに,本学においても５月

２６日付け「緊急事態宣言の解除を受けて（学長メッセージ）」により,本学の活動制限レベルが

「４ 制限‐大」から「３ 制限‐中」に引き下げられ,６月１日から適用されました。これに伴い，

保健学研究科・医学部保健学科では本学の方針及び活動制限レベルに従うものとし，以下のとお

り取扱うこととします。 

 

 

１．令和２年度前期授業の実施について 

令和２年度前期開講の授業科目（講義・演習・実習）については，原則として全て遠隔授

業とします。ただし，特に必要と判断した実習等の授業科目において，対面式の授業を行う

場合がありますので，各授業担当教員の指示に従ってください。なお,今後，本学の活動制限

レベルが「２‐小」または「１‐一部制限」に引き下げられた場合も同様の取扱いとします。 

 

２．学生の入構について 

入構は原則として禁止し,次の場合に限り入構を認めます。 

【学部学生】 

・授業担当教員の指示により学内で実施する対面式の授業を受講する場合 

【大学院生】 

・指導教員の許可のもと,少人数・短時間作業を前提として実験動物飼育などの不可欠な

作業を行う場合 

・授業担当教員の指示により学内で実施する対面式の授業を受講する場合 

・保健科学図書室の「特別利用」を利用する場合。 

※図書館来室の際は,指導教員が図書室利用の必要性を確認した文書（メール可）を提

示してください。（https://lib.kobe-u.ac.jp/libraries/16005/） 

 

なお，学舎への立ち入りは引き続き，Ｂ棟正面玄関のみに限定します。入構する場合は,入

口に設置された入構者記録簿に必ず記帳してください。 

 

※通信環境が整わず，アクセスポイントを使用するために学内への入構を希望する場合は，

鶴甲第一キャンパスの教室が利用可能です。大学ＨＰから申請してください。 

（URL:https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2020_05_26_02.html） 

https://lib.kobe-u.ac.jp/libraries/16005/
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2020_05_26_02.html


新型コロナウイルス感染拡大防止のための神戸大学の活動制限指針
令和２年６月１日現在

研究活動
授　業

（講義・演習・実習）
学生の入構 学生の課外活動 学内会議 出張・旅行（全構成員） 事務体制

0 通常

1 一部制限

感染拡大防止に配慮して、研究活動を行うことができます。 遠隔授業を中心に開講
ただし、講義、演習、実験又は実習の一部につ
いては、部局の判断に基づき、十分な感染防止
措置を講じた上で、対面により実施することは
可

感染拡大防止に配慮し、一部の授
業の受講、研究活動、許可された
一部の課外活動以外の入構を制限

感染拡大防止に配慮して、一部の
課外活動を許可

感染拡大防止に配慮して、対面会
議を行いますが、オンライン参加
を推奨します。

流行地域への出張・旅行注意 感染拡大防止に配慮して、ほぼ通
常の勤務を行います。

2 制限ｰ小

研究活動は続行できますが、感染拡大防止に配慮をしつつ、
学生・研究員・研究スタッフ（研究室関係者）は現場での滞
在時間を減らし、可能な場合は自宅での作業を検討します。

原則として遠隔授業のみ
ただし、演習、実験又は実習の一部について
は、部局の判断に基づき、十分な感染防止措置
を講じた上で、対面により実施することは可

原則として、学部学生の入構を禁
止（実験・実習・演習の一部を受
講する場合及びアクセスポイント
を使用する場合の入構は可とす
る）
大学院生の不要不急の入構を禁止

全面活動禁止
（動物の世話に必要な活動を除
く）

原則としてオンライン会議 流行地域への出張・旅行の自粛 感染拡大防止に配慮をしつつ、通
常の勤務をするが、時差出退勤と
在宅勤務を推奨します。

3 制限ｰ中

現在進行中の実験・研究を継続するために必要最小限の研究
室関係者のみの立ち入りが許可されます。立ち入る研究室関
係者は現場での滞在時間を減らすとともに、それ以外の研究
室関係者は自宅での作業となります。

原則として遠隔授業のみ 原則として、学部学生の入構を禁
止（アクセスポイントを使用する
場合の入構は可とする）
現在進行中の実験・研究に従事す
る大学院生以外は入構を禁止

全面活動禁止
（動物の世話に必要な活動を除
く）

原則としてオンライン会議 流行地域への出張・旅行の原則禁
止
その他地域への出張・旅行は自粛
とします。

感染拡大に配慮しつつ、業務上必
要な人員が出勤し、その他は在宅
勤務とします。

4 制限ｰ大

次に掲げる研究スタッフ（事情によっては大学院生・研究員
を含む。）のみ研究室の立ち入りが許可されます。できるだ
け交替制とし、立ち入り者相互の面談を避けることとしま
す。
（ア）中止することにより大きな研究の損失を被ることに
　　なる、長時間にわたって継続している実験を遂行中の
　　研究スタッフ
（イ）進行中の実験を終了あるいは中断する業務に関わる
　　研究スタッフ
（ウ）生物、液体窒素、毒劇物等の維持・管理及び実験施
　　設、サーバー等の稼働・維持・管理のために一時的に
　　入室する研究スタッフ

遠隔授業のみ 学部学生の入構を禁止
現在進行中の実験・研究に従事す
る大学院生以外は入構を禁止

全面活動禁止
（動物の世話に必要な活動を除
く）

原則としてオンライン会議 緊急事態宣言対象地域への出張・
旅行の原則禁止

その他地域への出張・旅行は自粛
とします。

事務機能維持のため、必要最小限
の人員が出勤し、その他は在宅勤
務とします。

5 原則停止

大学機能の最低限の維持のために、部局長など組織代表者の
許可の下で、生物、液体窒素、毒劇物等の維持・管理及び実
験施設、サーバー等の稼働・維持・管理のために一時的に入
室する研究スタッフのみ立ち入りが可能です。この場合、原
則交替制とし、立ち入り者間で面談は禁止します。

原則として全ての授業科目の開講を中止 全ての学生の入構を禁止 全面活動禁止 オンライン会議のみ
ただし、大学（部局）運営上必要
最小限の会議は、感染拡大防止策
を講じた場合に限り対面会議も可
能です。

全ての移動を原則禁止 原則として在宅勤務とします。大
学機能の最低限の維持のために、
組織の長の許可を得た場合に限
り、出勤することが可能です。

＊ 黄色は現在の活動制限状態を示しており、今後の感染状況の変化等により、新型コロナウイルス対策本部会議において随時見直しを行い、公表します。
＊ なお、医療関係者及びコロナウイルス研究従事者はこの活動制限の適用対象外。
＊ 教職員の海外出張や学生の海外留学及び外国人研究者・外国人留学生の受入等については、原則として「神戸大学国際交流危機管理マニュアル」に従って対応する。
＊ この活動制限指針は、全学共通を原則としますが、感染状況等に応じて各キャンパスや部局ごとに判断する場合もあります。
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